
令和６年度「建設業法令遵守推進本部」の活動における建設Ｇメンの調査状況等

◼ 令和６年度（R6.7～R7.6）に、1,143件の建設Ｇメンの調査※を実施し649業者の指導を実施（※立入検査等を含む）

◼ 指導の内容は、見積に関すること（347件）、請負代金の設定に関すること（99件）、工期の設定に関するこ
と（98件）、価格転嫁に関すること（87件）などとなっている。

◼ 令和７年度についても、書面調査や駆け込みホットラインの通報を端緒に調査し、取引の適正化を図っていく。

1.調査件数等の内訳

【調査：1,143件】

・ 発 注 者    3 5 件
・ 元 請 事 業 者 ： 7 3 8 件
・ 下 請 事 業 者 ： 3 7 0 件

【指導：649業者】

・ 発 注 者 1 5 業 者
・ 元 請 事 業 者 ： 3 9 9 業 者
・ 下 請 事 業 者 ： 2 3 5 業 者

2.指導件数の内訳
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※（）内の割合は指導数（649業者）に占める各事項の指導件数を割合で示したもの。
※指導件数には、法未施行の規定に係る指導を含む

（見積条件の提示不備等）

（契約書の記載不備等）

（労務費見積額の減額変更依頼など）

（工期に関する基準を考慮していない等）

（請負金額の変更に関する定めの不備等）

（注文者側からの定期的な協議の未実施等）

（手形サイトが60日超等）

（技術者の専任性不備等）

※１社において複数事項で指導していることがあるため、業者数と一致しない。
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